
欧州統一特許・統一特許裁判所制度に大幅な遅れ 

１．欧州統一特許制度、統一特許裁判所制度とは 

１）欧州統一特許制度 

EU加盟国の各国特許の束としてではなく、特許付与後すぐに統一的効果を有するEP特許として登録される制度。現行のEP特許制度を補完する役割。 

統一的な効果を有するEP特許を取得することを望まない特許出願人は、現行のEP特許制度のもとで各国で特許を取得できる。 

２）統一特許裁判所制度（UPC）欧州単一効特許制度下において、EPOによって付与された特許権が統一裁判所を介して法的強制力を持つ。 

各国国内段階移行手続は不要であり、各国国内費用および翻訳費用も不要。 

３）発効手続 

UPC協定は、ドイツ、英国、フランスを含む13か国の批准によって発効する仕組み。現在、16か国（英国、フランスを含む）が批准済み。 

２．最近の英国、ドイツの動向 
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